



災害対策課









危機管理・国民保護グループ
１　危機管理
（１）危機管理研修の実施
住民の生命・財産を守る重要な役割を第一線で担っている市町村長を対象に、地方公共団体の防災・危機管理のあり方を考える研修として「防災・危機管理トップセミナー」を実施した。

○防災・危機管理トップセミナー
	公開期間
	令和７年１月27日（月）～２月７日（金）

	実施方法
	オンライン（Ｗｅｂ録画）

	内容
	講師：福和　伸夫　氏（名古屋大学名誉教授）
演題：「能登と日向灘に学ぶ南海トラフ地震対策」



２　国民保護法に基づく取組
（１）大阪府国民保護協議会の運営等
大阪府国民保護協議会の構成（令和７年３月31日現在）
・委員　27名　幹事　24名

（２）大阪府国民保護計画
国民保護法第34条第１項に基づき平成18年１月に作成済。国の基本指針が変更された場合、その都度、適切な変更を行っている。直近は令和５年１月に変更を行った。

（３）国民保護事象への対応
朝鮮民主主義人民共和国（以下「北朝鮮」という。）は、令和元年度以降、弾道ミサイルの発射を再開し、特に令和４年度には少なくとも29回に及ぶ高い頻度でミサイル発射を繰り返している。
令和６年度は、北朝鮮が弾道ミサイルの発射を計11回実施したことから、その都度、直ちに情報収集を行うとともに、政府の方針と協調して、中華人民共和国北京市所在の北朝鮮大使館に対して、知事名による抗議文を発出した。

（４）国民保護共同訓練の実施

　【国民保護共同実動・図上訓練】
	実施年月日
	令和７年２月４日（火）

	場　　所
	【図上訓練】
大阪府庁、大阪市役所、堺市役所、2025年日本国際博覧会協会
【実動訓練】
Osaka Metro 夢洲駅

	内　　容
	【図上訓練】
・被害状況の把握、収集した情報の分析・検討
・関係機関との連携（情報共有）
・緊急対処事態対策本部設置に向けた準備（資料収集・資料作成）
・マスコミ・府民からの問合せへの対応
【実動訓練】
・駅員による避難誘導
・消防・警察による原因物質の特定
・消防・警察による負傷者の解毒、除染、応急救護活動
・消防・DMATによる応急救護所での救護活動
・各機関による連携手順の確認

	参加機関
	内閣官房、消防庁、大阪府、大阪市、堺市、2025年日本国際博覧会協会、大阪府警察、大阪市消防局、災害拠点病院（DMAT）、大阪市高速電気軌道株式会社等



　【国民保護共同図上訓練】
	実施年月日
	令和６年11月11日（月）

	場　　所
	大阪府八尾市役所

	内　　容
	・災害対策本部の事態対処
　　ア　事態発生前の情報収集及び情報伝達
　　イ　事態発生（ミサイル落下）から事態認定に至るまでの初動対応
・事態認定後の国民保護措置
　　府・市の連携による、国からの指示に基づく通知・伝達および報告・通報

	参加機関
	内閣官房、消防庁、大阪府、八尾市




　【弾道ミサイルを想定した住民避難訓練】
　　①大阪府泉南市
	実施年月日
	令和６年７月９日（火）

	場　　所
	泉南市立泉南中学校

	内　　容
	・中学校（緊急一時避難施設）において、模擬の J アラート音声を校内放送により、生徒、教諭への情報伝達を実施 
・生徒、教諭が屋内避難を実施

	参加機関
	内閣官房、消防庁、大阪府、泉南市等



　　②大阪府大阪市
	実施年月日
	令和６年12月17日（火）

	場　　所
	ハービスプラザ及び西梅田地下歩行者通路（大阪市北区梅田２丁目）

	内　　容
	・模擬の J アラート音声等により、訓練参加者への情報伝達を行い、屋内で避難行動を実施。
・その後、屋外へ移動し、再度模擬の J アラート音声により、緊急一時避難施設（地下歩行者通路）への避難行動を実施。

	参加機関
	内閣官房、消防庁、大阪府、大阪市等



（５）緊急一時避難施設指定の推進
　　　　国民保護法第148条に基づき、ミサイル攻撃等の際に爆風等から府民の直接の被害を軽減するための一時的な避難先として有効なコンクリート造り等の堅ろうな建築物や地下施設について、避難施設への指定を推進した。令和７年３月31日現在の緊急一時避難施設は合計1,882か所（大阪市、堺市を除く）。

（６）国民保護に関する啓発
弾道ミサイル飛来時の避難行動等について、民間企業とも連携しながら、様々な機会を通じて、リーフレットやポスター、SNS等による広報や市町村広報誌へ掲載依頼を行った。また、令和６年度からの新たな取組として、府立高校３校を対象に職員が学校に赴き、避難行動等について説明する「出前訓練」を実施した。
























災害対策グループ
１　大規模災害への対応
地震等大規模災害時における本府の初動体制を早期に確立し、災害応急対策を迅速に実施するため、災害対策本部員等に携帯電話15台を貸与し、危機管理体制の整備に努めた。

２　災害応急対策の実施
危機管理室非常勤務体制の実施
　大雨警報（浸水害・土砂災害・洪水）、南海トラフ地震臨時情報にかかる必要な対応を行うため、計13回の非常勤務体制を実施した。

３　災害救助法施行事務
（１）災害救助基金の積立及び管理
	年　度
	令和４年度
	令和５年度
	令和６年度

	積　立　金
	0千円
	281,781千円
	391,902千円



（２）災害救助法運用時に応急救助費に充当するための災害救助基金の積立及び管理に努めた。〔根拠法令等：災害救助法　災害救助基金管理条例〕
	
令和５年度
	出納閉鎖後の災害救助基金額
	7,617,788,791円

	令和６年度
	積立額
	379,646,143円

	〃
	取崩額
	107,854,051円

	〃
	物資増額
	297,794,169円

	〃
	物資減額
	152,582,270円

	〃
	出納閉鎖後の現在高
	7,763,000,690円

	
	内　訳
	物　　資
	1,998,402,770円

	
	
	有価証券
	0円

	
	
	現　　金
	5,764,597,920円



（３）災害救助法第20条に基づき、東日本大震災により被災を受けた福島県からの応援要請により、応援のため支弁した費用を求償した。 
	
	福島県

	大阪府求償分
	1,230,000円

	市町村求償分
	0円

	合　計
	1,230,000円


※　市町村求償分については、令和４年度をもって終了。

（４）災害救助法第20条に基づき、「令和６年能登半島地震」及び「低気圧と前線による大雨に伴う災害」により被災を受けた石川県及び富山県からの応援要請により、応援のため支弁した費用を求償した。
	
	石川県
	富山県

	大阪府求償分
	359,670,068円
	0円

	市町村求償分
	335,159,357円
	4,396,819円

	合　計
	698,028,760円
	4,396,819円



４　災害救助法、被災者生活再建支援法等の指導
大阪府内の市町村等を対象とした住家被害認定業務について研修会を開催し、制度等の周知を図った。
	開 催 日
	令和６年12月５日（金）

	場    所
	大阪府危機管理センター

	参加人数
	16名



５　防災訓練等の実施
（１）「大阪８８０万人訓練」の実施
　　　府民が、様々な情報源から地震・津波発生情報を入手し、地震・津波発生時に自らの身を守る行動に繋がるよう、防災意識の向上を図ることを目的として訓練を実施した。

※令和６年度の実績
	と　き
	令和６年９月３日（火）午後３時から

	ところ
	府内全域

	主　催
	大阪８８０万人訓練実行委員会

	参加機関
	大阪府、市町村、鉄道事業者、報道機関、携帯電話会社、
学校、企業及び団体、自主防災組織など

	想定
	南海トラフ巨大地震

	取組
内容
	午後３時00分　：地震発生（屋外スピーカー、館内放送などでお知らせ）
午後３時03分頃：大津波警報発表（訓練用の緊急速報メール等でお知らせ）
・上記の訓練開始合図とあわせて、市町村・学校・民間企業等による連動訓練の実施（館内放送、身を守る行動、避難訓練の実施など）



（２）「府市合同訓練」の実施
　　三島地域をはじめとする淀川沿岸の関係市町村等と連携し、淀川氾濫時の情報共有訓練及び水防訓練等を実施した。
[bookmark: _Hlk197962320]※令和６年度の実績
	と　き
	令和６年５月18日（土）午前９時30分から正午まで

	ところ
	摂津市一津屋地先　淀川右岸河川敷

	参加機関
	大阪府、大阪市、摂津市、豊中市、茨木市、高槻市、島本町、吹田市、国土交通省、大阪市消防局、摂津市消防本部など

	参加人数
	約1,000人

	訓練種目
	情報共有訓練及び水防訓練



（３）「大阪府地震・津波災害対策訓練」の実施
南海トラフ巨大地震を想定した災害対処能力の向上及び防災関係機関との連携強化のため、例年全部局での訓練を実施しており、令和７年１月に実施した。　

[bookmark: _Hlk198110425]　　※令和６年度の実績
	と　き
	令和７年１月17日(水)午前９時30分から午後５時30分まで

	ところ
	災害対策本部会議室等

	主　催
	大阪府

	参加機関
	公益社団法人２０２５年日本国際博覧会協会、自衛隊大阪地方協力本部、陸上自衛隊第３師団、大阪府警察本部、大阪市消防局、大阪海上保安監部、大阪管区気象台、大阪市、吹田市など

	参加人数
	約10,000人

	訓練種目
	○災害対策本部会議運営訓練
○参集訓練
○災害対策本部事務局初動対応訓練、各部局との連携訓練
○公益社団法人２０２５年日本国際博覧会協会との連携訓練
〇救助機関との連携訓練　等



（４）「大阪府域救援物資協議会」の開催
　府域で大規模災害が発生した場合に備え、府と府内市町村が連携して、救援物資対策を実施できるよう必要な検討・協議を行うことを目的としており、令和６年能登半島地震を踏まえ、避難所等のQOL向上にかかる物資を備蓄方針に追加するため計６回開催した。

（５）備蓄物資等の購入
食糧、毛布等の備蓄物資を例年購入している。特に、令和６年能登半島地震を踏まえ、避難所等のQOL向上にかかる備蓄物資として、災害用組立式洋式水洗機能付きトイレを500基購入（157,960千円）するとともに、発災時の利用のほか、被災地支援、府民への災害時の備えの啓発のため、自走式水洗トイレカーの売買契約を行った。（22,880千円）

６　災害時におけるボランティア活動支援
（１）登録状況
	年　度
	令和４年度
	令和５年度
	令和６年度

	ボランティア登録団体数
	40団体
	42団体
	48団体



（２）災害時におけるボランティア活動支援制度の運用
被災地において地域住民等による自主・自立的なボランティア活動が
行われるよう必要な環境整備を図るため、次の事業を行った。
1 登録団体の募集（随時）
② 災害ボランティアコーディネーター研修会

	年　度
	令和４年度
	令和５年度
	令和６年度

	研修会参加者数
	　　68人
	56人
	37名　　



③ 大阪府災害ボランティアセンター運営支援者育成事業
　　　　　災害時に設置される市町村災害ボランティアセンターの円滑な運営が実施できるよう人材の育成を進める社会福祉法人大阪府社会福祉協議会に対する補助事業を開始し、令和４年３月末より、災害ボランティアセンターを常設化した。
	年　度
	令和４年度
	令和５年度
	令和６年度

	補　助　金
	9,876,000円　　
	9,876,000円
	9,876,000円　　

















防災情報グループ
１　震度情報ネットワークシステム保守業務の実施
震災発生時における初動体制の確立を図るため、大阪府震度情報ネットワークシステムを常時最良の状態で管理運営できるよう継続して保守業務を実施した。
○計測震度計全設置場所　府内全市町村73か所（内、臨海部は３か所）
○親局装置設置場所　大阪府庁（新別館南館地下４階）
	年　度
	令和４年度
	令和５年度
	令和６年度

	委　託　料
	7,150千円
	7,150千円
	7,150千円



２　防災行政無線の運営
迅速な災害応急対策に必要な情報収集及び伝達が行えるよう、防災行政無線の運営を行った。
○防災行政無線局一覧（令和７年３月31日現在）
	統制局
	１局
	衛星可搬局
	４局

	中継局
	５局
	地方局
	11局

	無給電中継局（反射板含む）
	４局
	端末局
	187局

	260MHz前進基地局
	６局
	通信所
	29局

	衛星車載局
	１局
	移動局（車載・可搬・携帯）
	407局



（１）無線局の運用業務
1 統制局の運用（一斉、移動無線、映像等）の取り扱い操作
2 ネットワークの監視、管理業務
3 故障等の受付業務
④ 無線局の電波申請業務

（２）委託による保守業務の実施
	年　度　
	令和４年度
	令和５年度
	令和６年度

	委　託　料
	301,845千円
	　301,845千円
	301,845千円



（３）無線従事者資格取得講習会の実施
防災行政無線局の操作に必要な資格（第２級陸上特殊無線技士）
取得のため、無線従事者養成講習会を実施した。
	年　度
	令和４年度
	令和５年度
	令和６年度

	講習期間
	２日間
	２日間
	２日間

	受講人員
	25名
	35名
	38名



３　防災情報システムの運営
災害時に被害の状況を迅速に把握し、的確な応急対策を実施するため、令和４年３月にリニューアルした防災情報システムの運営を行った。
（１）防災情報システムの特徴
1 被害情報等の収集
2 市町村等防災機関への情報・指示等の伝達
3 災害対策本部の意思決定の支援
④ 収集した情報をデータベース化し管理

（２）防災情報システムによる災害情報の収集
	年　度
	令和４年度
	令和５年度
	令和６年度

	災害登録件数
	27災害
	19災害
	11災害



（３）防災情報端末操作研修会の実施
防災情報端末及び防災行政無線の操作の習熟を図るため、端末設置機関に対し操作説明会を実施した。
○対象：庁内各課・室、府民センター、市町村等
○期間及び参加人数
	年　度
	令和４年度
	令和５年度
	令和６年度

	期　間
	４月８日
４月13日～22日
５月10日～11日
５月19日～20日 
	４月５日
４月16日～26日
５月16日～24日
	４月16日～18日
４月24日～25日
５月14日～16日
５月21日～23日

	参加人数
	210名
	129名
	104名



４　地域衛星通信ネットワーク整備事業への参画
全国の地方公共団体が衛星通信システムを導入し、①防災行政無線の機能の拡充、②行政情報伝達の効率化、③地域からの情報発信活性化等を図る「地域衛星通信ネットワーク整備事業」に参画し、同ネットワーク整備事業の管理運営を行う（一財）自治体衛星通信機構に対し分担金を拠出　した。
　　 ○（一財）自治体衛星通信機構への分担金
	年　度
	令和４年度
	令和５年度
	令和６年度

	分　担　金
	33,443千円
	33,443千円
	33,038千円



５　防災情報充実強化事業の実施
（１）住民への「防災情報の発信力の強化」と府や市町村など防災関係機関の「情報共有体制の充実」を図るため、防災情報充実強化事業運営協議会を開催し、以下の事業を実施した。
1 防災ポータルサイトの運用
2 防災情報メールの運用
3 高所カメラの運用
4 大阪府防災情報システムの運用
※詳細は「３　防災情報システムの運営」を参照
	年　度
	令和４年度
	令和５年度
	令和６年度

	役務費
	2,868千円
	1,775千円
	1,775千円

	委託料
	55,498千円
	47,987千円
	48,159千円

	使用料及び賃借料
	6,064千円
	0千円
	0千円


※旧防災情報システムの機能を本事業に統合。新防災情報システムの機器等の賃借料や回線使用料等相当額はサービス提供型で調達したため委託料に一括計上（Ｒ４）

（２）大阪防災アプリの運用保守
　　　　府民をはじめ、府内への通勤・通学者、観光客等の来阪者に、災害等のリスクを迅速かつ的確に提供し、命を守る行動を実行できるよう令和６年１月31日に提供を開始した、大阪府の防災アプリ「大阪防災アプリ」の運用保守と、機能強化のための改修を行った。
	年　度
	令和４年度
	令和５年度
	令和６年度

	委　託　料
	－
	35,079千円
	12,738千円



６　全国瞬時警報システムの運用
緊急地震速報、津波警報、弾道ミサイル情報等、対処に時間的余裕のない事態に関する緊急情報を、人工衛星を用いて国（内閣官房・気象庁から消防庁を経由）から都道府県、市町村等に瞬時に伝達するシステムである全国瞬時警報システム（Ｊ-ＡＬＥＲＴ）の機器について、国から交付される防災情報通信設備整備事業交付金により、要綱に基づき各市町村で整備に必要な額を交付し、あわせて府においても平成22年度に整備を行った。平成23年度からは運用保守を行っている。なお、平成30年度に新型受信機への移行に伴う機器の更新を実施した。
	年　度
	令和４年度
	令和５年度
	令和６年度

	委　託　料
	905千円
	932千円
	932千円



７　大阪府職員参集・安否確認システムの導入
　　平成30年6月18日の大阪北部地震を教訓に、庁内全職員の安否を確認するとともに、迅速な初動体制確保を目的に、導入した本システムを運用した。
	年　度
	令和４年度
	令和５年度
	令和６年度

	全庁訓練実施実績
	２回
	２回
	２回





